
 

（別添） 

晴れの国おかやまの林業就業促進事業 

委託業務仕様書 
 

１ 業務の名称 

令和８年度晴れの国おかやまの林業就業促進事業委託業務（以下「本業務」という。） 

 

２ 業務の目的 

林業への就業希望者に対して、県外で開催される「就業ガイダンス」等への参加、県内で

の「林業就業ガイダンス」の開催及び林業への就業に関する情報発信により、Ｉターン等に

よる林業への就業者確保に資することを目的とする。 

 

３ 委託業務期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 委託業務の内容（詳細は、(別紙)のとおり） 

 

（１）就業相談の実施 

森林研究所(勝央町)の林業技術研修棟内に就業相談窓口を開設するとともに、県外で開

催される「就業ガイダンス」や県外在住者を対象とした「就業ガイダンス（オンライン）」

等への参加及び県内で「晴れの国おかやま林業就業ガイダンス」を開催し、Ｉターン等によ

る林業への就業希望者の岡山県への誘致活動を行う。 

（２）就業情報の発信 

林業就業や移住等に関するホームページ、ＳＮＳ、県内の主要駅やエリア情報誌等に、県

内での林業就業を促進する情報や「晴れの国おかやまの林業就業ガイダンス」の広告掲載を

行う。 

 

５ 実施計画書 

第１号様式により作成すること。 

 

６ 経費負担 

(１) 県は、４に掲げる業務に要する経費を、予算の範囲内で支払うものとする。 

(２) 受託者の適正な請求に基づき、必要に応じて概算払を行う。 

 

７  実績報告書 

委託業務が終了した場合は、速やかに第２号様式を提出するものとする。 

 

８ その他 

(１) 受託者は、四半期毎の受託事業の実施状況を翌四半期の最初の月の 10 日（１月から３月

分までについては、委託期間の終了の日）までに委託事業実施状況報告書（第３号様式）

により県に報告するとともに、委託事業の執行上重大な事件が起こった場合は、直ちにそ

の旨を県に報告すること。 

(２) 受託者は、本業務の実施にあたって、不明確な点や改善の必要があると認められる場合

は、県と協議すること。 

 

 

 

 

 



 

第１号様式 

 

                             第    号 

                         令和 年  月  日 

 

  岡山県知事 伊原木 隆太  殿 

 

 

                    所在地 

                                      名称及び代表者名  

 

 

晴れの国おかやまの林業就業促進事業委託業務 

実施計画書の提出について 

 

このことについて、事業計画書を作成しましたので提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第１号様式（別紙） 

 
  晴れの国おかやまの林業就業促進事業委託業務実施計画書 

 
１ 実施計画 
 

区 分 
 

事 業 内 容 
 

備   考 
 
就業相談の実施 
 

 
就業ガイダンス参加 
 
 
 
 
 
就業相談窓口の設置 
（就業相談） 
 
 
 
 
（林業体験） 
 
 
 
 

 
 
 

 
就業情報の発信 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
２ 事業完了予定年月日   

    令和 年  月  日 

 

 

 

 

 

 



 

第２号様式 

 

第    号 

                          令和 年  月  日 

 

岡山県知事 伊原木 隆太 様 

 

 

所在地                

名称及び代表者名           

 

 

晴れの国おかやまの林業就業促進事業 

委託業務完了報告書について     

 

このことについて、業務が完了しましたので完了報告書を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第２号様式（別紙） 

 
  晴れの国おかやまの林業就業促進事業委託業務実績報告書 

 
１ 実施状況 
 

区 分 
 

事 業 内 容 
 

備   考 
 
就業相談の実施 
 

 
就業ガイダンス参加 
 
 
 
 
 
就業相談窓口の設置 
（就業相談） 
 
 
 
 
（林業体験） 
 
 
 
 

 
 
 

 
就業情報の発信 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
２ 事業完了年月日   

    令和  年  月  日 

 

３ 業務実績 添付資料のとおり 

 

４ 経費精算書（別紙１） 

 

（注１）業務実績については、各種相談会資料、実施状況写真、就業相談記録等を添付

するものとする。 



 

（別紙１） 

 

令和  年度委託経費精算書 

（令和 年  月  日 ～令和 年  月  日） 

 

 

費 目 委託額（円） 精算額（円） 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

合 計    

 

 

 



 

第３号様式 

 

                                                              第     号 

                                                              年  月  日 

 

岡山県知事 伊原木 隆太 様 

 

 

                       所在地 

                  名称及び代表者名 

 

 

令和 年度晴れの国おかやまの林業就業促進事業 

委託業務の実施状況報告について  （第○四半期） 

 

林業就業促進事業委託業務の実施状況を次のとおり報告します。 

 

記 

 

 １ 委 託 料                                円 

 ２ 着手年月日                令和 年  月  日 

 ３ 実 施 状 況      

 

区 分 

 

 

実 施 状 況（第○四半期分） 
進捗率 

（％） 

 

就業相談の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

就業情報の発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
（別紙） 

晴れの国おかやまの林業就業促進事業内容 

 

 

 

１ 委託業務の内容 

（１）就業相談の実施 

ア．業務概要 

 都市圏や県内で開催される林業就業ガイダンスや就業相談窓口での就業希望者の確保を促進する。 

イ．業務内容 

（ア）就業ガイダンス参加 

就業希望者を掘り起こすため、県内等で開催される各種イベント(森林の仕事ガイダンス等)   

へ参加等、林業への就業希望者を募るとともに、アンケート調査の実施により就業希望者の   

意向や実態を把握する。 

・県外林業就業ガイダンス（県外在住者等を対象としたオンラインガイダンスを含む）等へ

の参加（２回以上） 

・県内林業就業ガイダンスの開催（２回以上） 

 

（イ）林業就業相談窓口の設置 

林業技術研修棟内(勝央町植月中１８１０－３)に開設した就業相談窓口に就業相談員を常

時配置し、新規就業希望者や転職希望者等からの就業相談等の対応を行う。なお、常時配置に

は一時的に電話転送等により林業技術研修棟以外で対応できる場合を含み、就業相談窓口を林

業技術研修棟以外に臨時で開設することは妨げない。 

 

ａ 開設日等 

・開設日(岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第二号)第一条第一項に規定する

県の休日を除く日） 

・窓口の相談時間 午前９時から午後５時まで 

 

ｂ 業務内容  

（ａ）就業相談への対応 

林業分野に興味をもった就業希望者に対し、林業体験等イベントの案内、林業経営体  

等の紹介、定住先確保の市町等担当窓口の情報提供など、きめ細やかな相談等の対応を 

行う。 

なお、相談員は、その後の状況（面談状況，成否及びその理由）把握に努め記録する。 

 

（ｂ）林業体験の実施 

・就業希望者を対象とした林業体験を年 4回程度企画し実施する。 

・体験内容は、林業経営体の事務所、現場、木材加工流通施設等の見学や、林業技術研修

棟での林業に関する基礎的な学習、林業機械操作体験等、林業就業のイメージがわき

やすいものとする。 

 



 

（２）林業就業情報の発信 

ア．業務概要 

林業就業、移住等に関する情報収集、ＰＲ資材による林業就業に関する情報の提供 

イ．業務内容 

（ア）就業促進ＰＲ資材の作成及び周知活動 

事前に、認定事業体における林業就業状況等の情報を十分収集し、就業先情報、就業内容を

紹介するパンフレットや林業体験チラシ等を制作する。 

作成したパンフレット等は、県内各ハローワーク、労働局、各市町村、県内の高等学校、自

衛隊地方協力本部等に配布する等、効果的な方法で周知を行うこと。 

  なお、資材の仕様は以下を基本とするが、より効果的な内容があれば提案すること。 

  ａ ポスター   Ｂ２・カラー、片面１枚        1,000部 

 ｂ パンフレット Ａ３・カラー・２つ折り、仕上がりＡ４ 6,000部 

 ｃ チラシ    Ａ４・カラー、両面１枚程度      1,000部 

 ※原稿は、県林政課と原稿調整の上作成する。なお、電子データも同時に作成する。 

（イ）ホームページやＳＮＳ等による林業就業情報の発信 

受託者のホームページやＳＮＳ等を活用した情報発信を行う。 

 

２ 委託料の内容 

（１）経費は、委託業務に要する経費とする。 

ア．対象とならない経費 

（ア）備品・機器等の購入費（税込単価 10万円以上のもの） 

（イ）施設や設備を設置又は改修するための経費 

（ウ）食糧費 

（エ）受託者の他の業務と区分できない経費 

（オ）委託契約以前に支出した経費 

（カ）その他，事業との関連が認められない経費 

 

（２）成果品の提出 

  委託業務実施内容をとりまとめた資料を提出する。 

ア．委託業務の実施状況関係資料（各種相談会資料、実施状況写真等） 

イ．林業就業相談窓口での相談件数、相談概要、年間の集計を取りまとめた報告書。なお、相談情  

報管理システムへの入力も行うこと。 

 

（３）その他の留意事項 

本業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守し、会計処理を適正に行わなければならない。 

本業務に係る経理については、他の経理と区分し、その収支の事実を明らかにしておくこと。 

 

３ 成果の帰属及び秘密の保持 

（１）成果の帰属 

本業務により得られた成果は、原則として県に帰属する。 

（２）秘密の保持 

受託者は、本業務に関し、受託者が県から受領又は閲覧した資料等は、県の了解なく公表又は使用し



てはならない。 

また、受託者は、本業務で知り得た県及び就業希望者等の業務上の秘密を保持しなければならない。 

 

４ 再委託等の制限 

受託者は、本業務の全部又は一部（アンケート調査の実施、ホームページ、ＳＮＳ、広報活動に必要な

委託料を除く。）を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

ただし、事業実施に必要であると認められる業務について、あらかじめ県と協議し、書面による承諾を

得たときはこの限りでない。 

 

 


